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電子調達システム利用の前の確認事項                

ちば電子調達システムを利用する場合、ＩＣカードの利用者登録及び Java．Policy の設定が必

要となります。 

 利用前に必ず、以下の URL にアクセスしていただき、確認してください。 

 https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P30R.html 

  ２．システム操作マニュアル 第２分冊 第２章『IC カードの利用者登録』 

 

第１章 電子による一般競争入札フロー               

【船橋市の電子調達システムによる一般競争入札実施方法】 

船橋市の電子調達システムによる一般競争入札は、平成２３年度から平成２５年度までは事前

審査型一般競争入札を採用していましたが、平成２６年度より事後審査型一般競争入札を採用し

ます。 

個々の入札には、入札に参加できる要件（参加資格要件）が入札公告で決められており、事前

審査型では、入札前に入札に参加を希望する業者の参加資格要件を審査していましたが、事後審

査型の採用に伴い、開札後に審査する方法に変更しました。※詳細は第２章でご確認ください。 

＜参加資格要件（例）＞ 

   格付： Ａランク 

   地域要件： 船橋市内に営業所を設けていること 

   実績： 過去１０年以内に同規模の請負実績があること 

   許可： ○○許可を有していること 

   技術者： ○○○の資格を有している者 等 

 ＜一般競争入札フロー＞ 

                        

 

      今年度どのような案件が発注されるかを確認します。（変更になる場合があります） 

 

 

      入札公告等を確認し、参加資格要件を満たしているか・提出書類・提出書類の締切

日などを確認します。 

 

 

      参加資格要件を満たしていることを証明する書類を作成し、電子上で申請します。 

      市では、書類を受理しても審査は行いません。開札後に落札候補者となった業者分

のみ審査を行います。 

 

 

      積算した入札金額及びくじ番号を電子上で提出します。 

 

発注見通しの確認          （入札情報サービス） 

入札予定（公告）の確認       （入札情報サービス） 

入札参加申請            （電子入札システム） 

入札書の提出            （電子入札システム） 

開札・落札候補者決定        （電子入札システム） 

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P30R.html
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      入札価格が同額であった場合には、くじ引き 

 

 

 

      入札参加申請時に提出した書類を基に、落札候補者の入札参加資格を審査 

 

 

      開札の結果を確認します。 

 

第２章 電子調達システムによる一般競争入札の実施方法             

２－１ 発注見通しの確認                           

年度当初に当該年度の一般競争入札の実施予定案件を公表しています。 

＊変更になる場合がありますのでご注意ください、市ホームページにも掲載しています。 

 確認方法は、以下のとおりとなります。 

 

（１）ちば電子調達システムのポータルサイトにアクセスし、【システム入口】を選択します。 

   https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/ 

 

 

落札結果の確認         （電子入札システム・入札情報サービス） 

入札参加申請の審査         （電子入札システム） 
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（２）下画面の【入札情報サービス】を選択します。 

 

 

（３）【物品・委託】を選択します。 
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（４）下画面が『入札情報サービス』のトップページ画面です。 

   確認する場合には、【発注見通し】を選択します。 

 

 

（５）発注見通し検索画面から船橋市の案件を検索します。 

  【年度】を当該年度、【調達機関】を船橋市とし、【検索】を選択します。 
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（６）画面に『案件名』『発注予定時期』等が表示されますので、確認ください。 

 発注時期が到来したら、入札予定（公告）で確認できます。 
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２－２ 入札予定（公告）の確認                        

 入札情報サービスから入札公告等を確認します。 

（１）２－１ 発注見通しと同様に処理を行い、『入札情報サービス』の画面を表示し、【入札予

定（公告）】を選択します。 

 

（２）入札予定（公告）検索画面から船橋市の案件を検索します。 

   【年度】を当該年度、【調達機関】を船橋市とし、【検索】を選択します。 
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（３）現在、公告している案件一覧が表示されますので、該当する案件の【表示】を選択します。 

 

 

（４）案件の詳細が表示され、公告・仕様書等が添付されていますので、自由にダウンロードし

てください。ダウンロードする際は、【ダウンロード】を選択します。 

 

入札参加を希望する際は、［２－３ 入札参加申請］が必要となります。 
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２－３ 入札参加申請                             

 船橋市の電子調達システムによる物品調達及び業務委託の一般競争入札は、開札を行い、落札

候補者を決定した後、当該落札候補者の入札参加要件を審査する事後審査型一般競争入札で実施

いたします。 

 ただし、参加資格要件を証明する書類については、入札参加申請時に提出していただきます。

入札参加申請は下記の方法で行います。 

 ※入札参加を希望する場合には、入札参加資格申請の前に必ず入札公告で入札参加要件をみた

しているかどうかについて確認をしてください。 

 

（１）ちば電子調達システムのポータルサイトで【システム入口】を選択し、下画面で【電子入

札システム】を選択します。 
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（２）発注機関を船橋市とし、【物品・委託】を選択します。 

 

 

（３）【電子入札システム】を選択します。 
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（４）電子入札システム 受注者クライアント画面が表示されます。 

 画面上部に時計が表示されているのを確認後、【電子入札システム】を選択します。 

 

 

（５）IC カード読取装置をパソコンに接続のうえ、IC カードを挿入し、PIN 番号の入力後 

【OK】を選択します。 
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（６）電子入札システム 調達案件一覧の画面が表示されます。 

 画面右下の【検索】を選択します。 

 

 

（７）【検索】を選択すると、現在発注している案件が表示されます。 
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（８）入札参加を希望する案件を探し、希望案件の「参加申請書／技術資料」欄の【提出】を 

 選択します。 

 

 

（９）競争参加資格確認申請書提出画面が表示されます。 

 画面中央の「添付資料」欄の【参照】を選択します。 
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（１０）入札情報サービスに掲載した『一般競争入札参加資格要件確認申請書』（参加要件確認書）

及び入札公告に記載の必要書類（実績を証明する書類・許可証等）を選択します。 

 

 

（１１）必要書類を選択し、【添付資料追加】を選択します。 
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（１２）必要書類をすべて添付できたことを確認し、【提出内容確認】を選択します。 

 

 

（１３）再度、必要書類を確認の上、【提出】を選択します。 
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（参考） 主な提出書類及び提出方法 

 

【必ず必要となる書類】 

・『一般競争入札参加資格要件確認申請書』（参加要件確認書） 

⇒入札情報サービスの入札予定（公告）表示画面に掲載していますので、ダウンロードして

使用ください。※請負実績など証明する書類を提出書類としていない案件であっても必ず

必要となります。 

 

 

【案件ごとに異なる書類】＊何が必要かは入札公告に記載してあります。 

  ・請負実績を証明する書類  ⇒ 仕様書・契約書（写し） 

  ・許可を証明する書類  ⇒ 許可証明書（写し） 

  ・市内に営業所があることの証明書類  ⇒ 法人市民税納税証明書（設立届） 等 

 

 ＜提出方法＞ 

電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は３Ｍ

Ｂ以内とします。＊容量を超える場合は、連絡してください。 

 添付するファイルの種類は、次のとおりとする。 

№ ファイルの種類 拡張子 

１ Wordファイル 「doc」「docx」 

２ Excelファイル 「xls」「xlt」「xlsx」「xltx」「xlsm」 

３ PowerPointファイル 「ppt」「pptx」 

４ Adobe PDFファイル 「pdf」 

５ テキストファイル 「txt」「csv」「xml」 
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注：ファイル名に半角の「＆」、「、」は利用できませんので注意してください。 

また、ファイルへのパスワードの添付や、ファイル内でのプログラム（Excel マクロ等）の

使用はしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ リッチテキストファイル 「rtf」 

７ 画像ファイル 「jpg」「jpeg」「gif」「png」「bmp」「tif」 

８ 圧縮ファイル 「zip」（ファイルの内容は１～７のファイルのみ） 
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２－４ 『申請書受付票』・『確認通知書』の確認                        

 入札参加申請を行った場合、市から２通の通知書がシステム上で送付されます。 

 確認方法は以下のとおりです。（※以後、通知書の確認は同様の方法で行います。） 

（１）『競争参加資格確認申請書受付票』の確認方法。電子入札システムの調達案件一覧画面にお

いて、当該案件の「通知書」欄の【表示】を選択します。 

 

 

（２）通知書一覧画面で【競争参加資格確認申請書受付票】を選択します。 

 ＊受理票は、入札参加申請を行った当日に送られる訳ではないので、ご注意ください。 
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（３）下の画面が『競争参加資格確認申請書受付票』となります。※発行するすべての通知書は

市に提出する必要はありません。必要に応じて印刷してください。確認後は【戻る】を選択し

ます。 

 

（４）『競争参加資格確認通知書』の確認方法 

  『競争参加資格確認申請書受付票』の確認と同様に当該案件の「通知書」欄の【表示】を選

択し、通知書一覧画面で【競争参加資格確認通知書】を選択します。 
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（５）下の画面が『競争参加資格確認通知書』となります。 

 

 

 

【事後審査型での入札参加申請について】（重要） 

 ・船橋市の事後審査型一般競争入札では、入札公告で規定している参加資格要件についての証

明書類（契約書・許可証 等）は、入札参加申請時に提出していただきます。 

   ただし、提出していただいた証明書類等は、開札後、落札候補者となった業者の書類のみ

審査を行います。 

   『競争参加資格確認通知書』上では、【合格】となっておりますが、審査は行っておらず、 

  原則として申請いただいた場合には、【合格】として通知しておりますので、通知が来たとし

ても、入札参加要件を満たしているわけではないことにご注意ください。 
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２－５ 入札書の提出                             

 『競争入札参加確認通知書』の受理後、入札公告記載の入札期間内に電子入札システムから入

札書を提出します。 

 

（１） 電子入札システムで調達案件一覧画面を開き、該当案件を確認します。 

  当該案件の「入札書／見積書」欄の【提出】を選択します。 

 

 

 

＜入札金額＞ 

 予定価格及び最低制限価格を事前に公表している場合には、入札金額は、予定価格以下で 

最低制限価格以上の金額となります。 

 予定価格を超えた入札、最低制限価格を下回った入札は、無効となります。 
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（２） 入札書提出画面の【入札金額】及び【くじ番号】欄を入力します。 

  入札金額は、税抜きの金額となりますので、ご注意ください。 

  くじ番号は最低価格提示者が複数いた場合の電子くじの際に使用する番号です。（任意３桁） 

 

 

（３）「入札金額」及び「くじ番号」の入力後、【提出内容確認】を選択します。 
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（４）入札書提出内容確認画面の【印刷】を選択し、入札書を印刷します。 

印刷した入札書で金額等を再度確認していただき、【提出】を選択します。 

 

 

（５）【OK】を選択します。 
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（６）下画面が表示されれば、入札書の提出完了です。 

 

 

（７）入札書が提出された場合、システム上で自動的に『入札書受付票』を送付します。 

  確認方法は、［２－４ 『申請書受付票』・『確認通知書』の確認］を参照ください。  
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（８）入札公告に記載している「入札書提出受付締切日時」（入札期間の末日）以降に入札書の提

出を締め切った旨の通知（『入札書締切通知書』）を発行します。 

 確認方法は、［２－４ 『申請書受付票』・『確認通知書』の確認］を参照ください。 

 

 

＜開札の立ち会い＞ 

 ・開札に立ち会う事を希望される方は、入札参加申請の際に参加要件確認書にて立会を“希望

する”としていただき、開札当日、開札時間１０分前に市役所６階契約課までお越しくださ

い。 
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２－６ 開札結果の確認（『保留通知書』・『落札通知書』の確認）                            

 開札は、船橋市役所６階入札室にて行います。 

最低価格提示者が複数いた場合には、電子入札システムにて電子くじを実施します。 

電子くじの結果、当選した業者を第１落札候補者とし、入札参加申請時に提出していただいた書

類を基に、参加資格要件を満たしているかについて審査を行います。 

 第１落札候補者がどの業者に決定したかについては、『保留通知書』に記載し通知いたしますの

で、『保留通知書』を確認してください。『保留通知書』は第１落札候補者が決定次第、直ぐに通

知いたします。 

 さらに、第１落札候補者が参加資格要件を満たしていないことも想定されますので、『保留通知

書』を発行した後、下記の方法で第２落札候補者を電子上で決定します。第２落札候補者がどの

業者に決定したかについては、再度『保留通知書』を発行し、お知らせいたします。 

 ※第２落札候補者の決定方法 

  ①最低価格提示者が複数者いた場合 

   第１落札候補者を除いた最低価格提示者で再度くじ引きを行い決定する。 

  ②最低価格提示者が複数者いない場合 

   第１落札候補者を除いた入札者において最低価格で入札した業者とする。 

 第１・２落札候補者が決定した場合、第１落札候補者が参加資格要件を満たしているかを審査

します。審査の結果、満たしていると認められた場合には、第１落札候補者を落札者とし、第２

落札候補者の審査は行いません。審査の結果、第１落札候補者が参加資格要件を満たしていない

と認められた場合には、第２落札候補者の審査を行い、満たしていれば、落札者とします。 

 落札者が決定した場合には、『落札通知書』を発行しますので確認してください。 

 

 

 

 

 

 

    同額の場合には、電子くじで決定 

 

                        一連の流れとして実施 

    第１落札候補者をお知らせ 

 

 

    第２落札候補者の決定方法を参照 

 

 

    第２落札候補者をお知らせ 

 

 

    参加資格要件〇       参加資格要件× 

開札執行 

第１落札候補者の決定 

１ 

『保留通知書（１回目）』を発行 

１ 

第２落札候補者の決定 

１ 

『保留通知書（２回目）』を発行 

１ 

第１落札候補者の参加資格要件の審査 

１ 
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              参加資格要件〇 

 

 

 ※第２落札候補者の参加資格要件の審査の結果、満たしていない場合には、再度電子上で第３

落札候補者を決定します。以後同様に落札者が決まるまで行います。 

 

『保留通知書』・『落札通知書』の確認方法は、［２－４ 『申請書受付票』・『確認通知書』の確認］

を参照ください。 

（１）下画面が『保留通知書』（１回目）です。理由欄に第１落札候補者名等を記載します。 

   『保留通知書』（２回目）には、第２落札候補者名も記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札者の決定 

１ 

『落札通知書』の発行 

１ 

第２落札候補者の参加資格要件の審査 

１ 
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（２）下画面が『落札通知書』です。落札者名を記載します。 

 

 

２－７ 開札結果の確認（入札調書等の確認）                  

『落札通知書』の送付後、参加業者名・入札金額等の詳細について、入札情報サービスに 

 掲載されます。確認方法は、以下のとおりです。 

  入札情報サービスへの掲載は、落札通知書発行の翌日以降となるので、ご注意ください。 

（１）入札情報サービス画面を開き、【入札結果】を選択します。 
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（２）入札結果検索画面から船橋市の案件を検索します。 

 【年度】を当該年度、【調達機関】を船橋市とし【検索】を選択します。 

 

 

（３）案件の一覧が表示されますので、確認したい案件の「操作」欄の【表示】を選択します。 

 ＊下画面は、マニュアル作成のために作ったテスト案件ですので、落札業者名を伏せています。 
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（４）下画面のように入札の詳細が表示されます。 

 

 

 

 

 

不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

 

船橋市役所 企画財政部契約課 物品契約係 

電話 ０４７－４３６－２１７７・２１７８ 

FAX ０４７－４３６－２１８４ 


